１２　令和６年度宿泊税決定税額等調
	区分
	税率
	宿泊数
	本年度税額
	前年度税額
	前年度
対比

	７千円以上
１万５千円未満
	1 
	円
100
	泊
21,895,525
	円
2,189,552,500
	円
1,697,396,900
	％
129.0

	１万５千円以上
２万円未満
	2 
	200
	2,599,183
	519,836,600
	380,662,000
	136.6

	２万円以上
	3 
	300
	2,041,446
	612,433,800
	432,141,000
	141.7

	小計
（ ①＋②＋③ ）
	4 
	
	26,536,154
	3,321,822,900
	2,510,199,900
	132.3

	免税点未満
・外国大使等
	5 
	
	27,163,384
	
	
	

	合計
（ ④＋⑤ ）
	
	53,699,538
	3,321,822,900
	2,510,199,900
	132.3


１３　令和６年度府たばこ税決定税額等調
	区分
	本年度
	前年度
	前年度
対比

	手持品課税を除く
(※１)
	売渡し
本数
	本
11,215,679,907
	本
11,145,234,450
	％
100.6

	
	税額
	円
12,000,777,426
	円
11,925,400,036
	100.6

	手持品課税
(※２)
	税額
	0
	170,018
	0

	合計
	税額
	12,000,777,426
	11,925,570,054
	100.6


※１ 納税義務者…①製造たばこの製造者(日本たばこ産業㈱)､②特定販売業者(輸入たばこの販売業者)、③卸売販売業者
※２　納税義務者…〇製造たばこ（三級品を除く）を２万本以上販売のために所持する
　①小売販売業者、②卸売販売業者、③特定販売業者
　実施日：平成30年10月１日現在
〇製造たばこを２万本以上販売のために所持する
　①小売販売業者、②卸売販売業者、③特定販売業者
　実施日：令和２年10月１日現在、令和３年10月１日現在
１４　令和６年度ゴルフ場利用税決定税額等調

	区分
	本年度税額
	前年度税額
	前年度対比

	申告分
	円
1,415,385,311
	円
1,423,432,050
	％
99.4

	更正分
	220,500
	▲1,296
	-

	決定分
	0
	0
	-

	合計
	1,415,605,811
	1,423,430,754
	99.5

	特別徴収義務者数
	人
39
	人
39
	


１５　令和６年度鉱区税決定税額等調

	区分
	課税対象鉱区
	本年度

税額
	前年度

税額
	前年度

対比

	
	件数
	課税標準となる面積
	
	
	

	試掘鉱区
	件
0
	百アール
0
	円
0
	円
0
	％
-

	採掘鉱区
	2
	101
	40,400
	40,400
	100.0

	合計
	2
	101
	40,400
	40,400
	100.0


１６　令和６年度狩猟税決定税額等調
	区分
	登録者数
	税率
	本年度税額
	前年度税額
	前年度対比

	法第700条の52
第１項第１号該当
	人
187
	円
16,500
	円
3,085,500
	円
3,184,500
	％
96.9

	〃
第１項第２号該当
	8
	11,000
	88,000
	143,000
	61.5

	〃
第１項第３号該当
	266
	8,200
	2,181,200
	2,214,000
	98.5

	〃
第１項第４号該当
	11
	5,500
	60,500
	77,000
	78.6

	〃
第１項第５号該当
	12
	5,500
	66,000
	77,000
	85.7

	法附則第32条の２
第１項第１号該当
	17
	8,200
	139,400
	114,800
	121.4

	〃
第１項第２号該当
	1
	5,500
	5,500
	0
	皆増

	〃
第１項第３号該当
	13
	4,100
	53,300
	69,700
	76.5

	〃
第１項第４号該当
	1
	2,700
	2,700
	0
	皆増

	〃
第１項第５号該当
	0
	2,700
	0
	0
	-

	〃
第２項第１号該当
	146
	8,200
	1,197,200
	1,164,400
	102.8

	〃
第２項第２号該当
	4
	5,500
	22,000
	33,000
	66.7

	〃
第２項第３号該当
	196
	4,100
	803,600
	881,500
	91.2

	〃
第２項第４号該当
	6
	2,700
	16,200
	18,900
	85.7

	〃
第２項第５号該当
	4
	2,700
	10,800
	13,500
	80.0

	合計
	872
	
	7,731,900
	7,991,300
	96.8


１７  令和６年度軽油引取税決定税額等調

	区　　　　　　　　　　　　　　　分
	数量又は税額
	前年度対比

	特

別

徴

収

分

	　引渡数量　 　　(イ)
	キロリットル

2,996,560  
	%

100.0

	
	課税対象とならない数量
	法第144条の2の規定に該当するもの
	1,299,039  
	101.1

	
	
	　〃　    の5第1号の規定に該当するもの
	34,317  
	102.8

	
	
	〃　　　　第 2号　　　 　〃
	144,328  
	93.2

	
	
	合衆国軍隊への引渡数量
	0  
	―

	
	
	免税証による　　　〃      
	31,114  
	103.0

	
	
	納入義務免除・還付等
	0  
	―

	
	
	欠減量
	14,519  
	100.7

	
	
	                      計　  　　　　　　　　（ロ）
	1,523,317  
	99.5

	
	差引課税標準量（（イ）－（ロ））　　　（ハ）
	1,473,243  
	100.5

	
	税　　　　　　　　　　　　 額　　　　　　　　　　（ニ）   
	円

47,291,107,060  
	100.5

	申

告

納

付

分
	課税標準量
	特別徴収義務者分
	キロリットル

440  
	10.9

	
	
	その他
	205
	60.0

	
	
	                       計　　         　　　（ホ）
	646  
	14.8

	
	税額
	特別徴収義務者分
	円

  14,136,431
	10.9

	
	
	その他
	6,593,224  
	60.0

	
	
	                       計　   　    　　　  （へ）
	20,729,655　
	14.8

	合　計
	課税標準量　        　　　（ハ）＋（ホ）
	キロリットル

  　　　1,473,889
	100.2

	
	税　　　額　        　　　（ニ）＋（へ）
	円

  47,311,836,715  
	100.2



